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「外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る消費税の免除の取扱いについて」新旧対照表 

（注）アンダーラインを付した箇所が改正した箇所である。 

改   正   後 改   正   前 

別紙第９号様式 

 

 

別紙第９号様式 

 

 

別紙２ 
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改   正   後 改   正   前 

別紙第 10号様式～別紙第 13号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第 14号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第 10号様式～別紙第 13号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第 14号様式 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

（表）

免税カード（※注１）  第 ― ― 号

　　年　月　日まで有効

（表）

○物品
○免税対象額４万円以上

免税カード（※注１）  第 ― ― 号

　　年　月　日まで有効

（表）

免税カード（※注１）  第 ― ― 号

　年間有効　年　月　日まで

（表）

○物品
○サービス
○免税対象額４万円以上

　年間有効　年　月　日まで

免税カード（※注１）  第 ― ― 号


